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○峰崎直樹君 民主党・新緑風会の峰崎ですが、前回に引き続きまして、豊和銀行の問題

に入りたいところなんですが、まず冒頭、実は昨日、村上世彰氏がインサイダー取引の事

実を認めて逮捕されると、こういう状況に立ち至ったわけですが、この点についての金融

担当大臣、昨日もテレビで様々なことをお話しなさっていましたけれども、どのように考

えておられるのか、まずお聞きしたいと思います。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 市場に参加する方は証券取引法を遵守して市場に参加をして

いただかなければならないというのは、もう言うまでもないことであると思っております。 

 今年になりましてから風説の流布あるいは有価証券報告書の虚偽記載、今回はインサイ

ダーと、証券取引法が考えております違反が次々と明るみに出ましたということは大変残

念なことであったと思いますが、証券監視委員会も、また司法当局もこの法律の運用を厳

正にやっておりますので、それぞれの法律に違背した方々に対しては法と証拠に基づいて、

それぞれ法令に基づいた措置をとっているわけでございます。 

 大変残念なことが次々に起きるというふうに思っておりますけれども、やはり法は冷厳

に適用すると、これが司法当局の考え方であり、また、証券監視委員会もまた同じ思想に

立って法を運用しております。 

 

○峰崎直樹君 ちょっとインサイダー取引に絡んで、質問通告をちょっとしておりません

でしたが、今年、たしか日本経済新聞社の広告を出すところの分野の人がインサイダー取

引の疑惑、まあ会社側も認めているようでございますが、その意味で、この問題について

もいつか是非、新聞業界というのは私はどうも戦前の護送船団方式、戦前の、第二次世界

大戦の時代の遺物をずっと抱え込んで来ているような気がしてなりませんので、またこれ

は別の機会に議論したいと思いますが、是非、証券等監視取引委員会も、インサイダー取

引天国じゃないかというふうに日本で言われています。私は、先日は、粉飾決算が横行し

ているんじゃないか、インサイダー取引が横行しているんじゃないのか、その意味でこう

いったことに対して実は民主党が提案しています日本版ＦＳＡ、こういったやはり独立し

た監視機能を強化をしないと、しかも様々な権限を持たないと、今の金融庁の下に置かれ

ていたんでは私は非常に不十分じゃないかというふうに思えてなりません。 

 これはもう何度もやり取りしておりますので答弁は必要ございませんので、是非そのこ

とについてもきちんとやっていただきたいな、与謝野大臣になられて次々に新しい金融不

祥事、これがきちんと摘発をされていると、そのことに期待をしつつ、我々も頑張ってい

きたいなと思っております。 

 そこで、先日、実は私は西川善文さんとおっしゃるんでしょうか、前頭取に来ていただ

いて質問いたしました。そのとき、業務改善命令が出る前だったんでありますが、この業



務改善命令が金融庁に出されました。この改善命令をどのように評価をされているのか、

金融担当大臣、御意見をお伺いしたいと思います。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 金融庁より三井住友銀行に対しまして、四月二十七日、業務

の一部停止を含む業務改善命令を発出いたしました。六月二日、同行より業務改善計画書

の提出がございました。その概要は既に公表されておりますけれども、その計画には、第

一が役職員の責任の所在の明確化を図る観点から現役役員の報酬カット、退任役員への報

酬返上の要請といった措置、第二には金利スワップ購入者へ真摯な対応を図る観点から、

現場による早急な謝罪とともに、本部から丁寧な説明、顧客に金銭的負担を掛けない解約

といった対応、第三には、経営管理態勢、内部管理態勢、法令等遵守態勢を抜本的に改革

していく観点から、人事評価制度の見直し、外部有識者を委員長とする業務管理委員会の

設置といった方策が盛り込まれているわけでございます。 

 金融庁としては、今後こうした改善策の実施状況をきちんとフォローアップしてまいり

ます。そして、計画が同行によってきちんと遂行されるよう、同行の取組状況をきちんと

確認してまいるつもりでございます。 

 

○峰崎直樹君 私、西川さんのお話と、今朝、午前中副頭取の方のお話を聞いていて、こ

れは三井住友銀行は再び同じことを起こすんじゃないかなというちょっと思いをしたんで

す。 

 なぜそうかといいますと、実は、二〇〇〇年でしょうか、さくら銀行と住友銀行が合併

する前に公正取引委員会から、優越的地位が問題があるから、あんたたちそれはちゃんと

守れるのかと、いや守りますと言って約束をして実はスタートをしたわけですよ。そして、

実はそれが守れなかった。つまり、一度約束をして指摘を受けたことがどうして破られた

んだろうかということの本格的な私は調査研究というのは、あのいわゆる報告書を受け、

今回のいわゆる今日お聞きしたことを受けても十分に私は解明できてないように思うんで

すよ。つまり、なぜそういうことが起きたのかという徹底した総括といいますか、反省が

十分できていないように思えたんです。 

 ただ、これは、じゃどこが問題なんだというところは分かりませんが、私はどうもこの

間の金融行政で、持ち株会社をつくっていく、合併していく、どんどんどんどん大きくな

っていきました。なぜそんなに大きくなっていったのかという背景に、不良債権があるが

ゆえに、合併してその不良債権問題を一年先送りにするというような、どうもそういう形

で今度は大きくなっていったと。しかし、銀行同士が合併するとなると、これはそれぞれ

の銀行の体質とか組織的な風土が違ってきて、いろんな問題を起こす要素というのはたく

さん残っていると思うんです。その意味で、こういう合併合併が相次いだ銀行には、私は

是非金融庁としても相当厳しい目でこれからも当たっていただかなきゃいけないなという

ふうに思っていますし、是非、監視といいますか、きちんと対応していただきたいなとい



うことをお願いとして申し上げておきたい。 

 そこで実は、先日の金曜日の日に西川前頭取に対して、私は実はある情報がありました

ので、西川前頭取が、二〇〇三年というふうに私言ったんですが、二〇〇二年の誤りだっ

たんですが、西川前頭取がいわゆるアメリカのゴールドマン・サックスのポールソンさん、

この方は今度財務長官になられましたけれども、この方から実は依頼を受けて、竹中金融

担当大臣と面談をされるという仲介の労を取られた。それで、実際には三名じゃなくて四

名、ポールソンさんと同じようにＣＯＯの方で、現在たしかニューヨーク証券取引所の委

員長か何かなさっていらっしゃる方だそうですが、この四名の方が、二〇〇二年の十二月

にほかの者を一切入れないまま実は会談をされているという事実がございました。 

 実は、ゴールドマン・サックスと三井住友銀行との関係というのはかねてからいろいろ

うわさされた仲でございますが、そのことは、ゴールドマン・サックスと三井住友がそう

いう提携関係にあるとか連係プレーが良かったと、このことについては何もないんですが、

そこに金融担当大臣が同席をされていると。そこはだれも実はお付きの人も入らないで論

議をされたと。西川前頭取は、そこでは一般的な話しかしませんでしたというふうにはお

っしゃっていますが、これはだれもその四人以外は証明する者がないわけでありますが、

こういう形で、実は今インサイダー取引というお話がございましたが、正にこのインサイ

ダーの方々がそういう形で会われることに対して、金融担当大臣としてはどのように考え

ておられますか。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 平成十五年の三月七日の記者会見において竹中大臣から、西

川氏及びポールソン氏との面会について、事実としては表敬ということでお目に掛かった

ことはございます、個別銀行の国有化云々について私が言及したということももちろんあ

りませんし、あろうはずもありません、接待供応を受けて大臣規範違反だと、そのような

事実は全くないと発言をされております。 

 このように、御指摘の面談については当事者は表敬あるいは一般的な意見交換目的であ

るとしておりまして、そのような面談を金融担当大臣が行うことについて特段の問題があ

るとは私は認識をしておりません。 

 

○峰崎直樹君 私は問題があったんじゃないかなというふうに認識しているんですが、ど

うしてそう言うかといいますと、小泉総理大臣はめったにそういう個別の金融機関、証券

会社の長とは会われませんよね。唯一例外がゴールドマン・サックスのポールソンさんと

会われているんです。そういうことを考えると、どうもこのプロセスにはやや疑義がある

なという、そういう感じが否めないと思うわけです。 

 そういう意味で、今大臣がおっしゃられましたので、私はそれ以上その点は追及しませ

ん。しかし、我々はやはりそういうところはきちんと襟を正さなきゃいけないんじゃない

かなというふうに思います。 



 さて、もう一点お聞きします。 

 実は、これは金融担当大臣も、西川前頭取が全銀協の会長時代に、いわゆる郵政の民営

化のプロセスに対して、国が関与している間にどんどんどんどん大きくなっていく、その

ことについては困る、こういうことを実はよくおっしゃっていた。これは全銀協の方針で

もありました。 

 そこで私は、そういうふうにあなたは、全銀協の会長時代、三井住友銀行の頭取時代お

っしゃっていたのに、最近ではどんどん商品を開発したり、いろいろ国が関与している間

にどんどん広げようとしていらっしゃるんじゃないですか、そのことについてどう思うん

ですかという質問をいたしました。 

 それに対する答えは、いろいろおっしゃっていますが、要するに日本郵政は法律に基づ

いてやっているんですよということは言いながらも、現在の郵便貯金の業務あるいは保険

の業務については非常に偏った業務をやっておりますので、多くの国民の皆さんにサービ

スをしていくという点におきましても弱い面がございますから、できるだけ早く新しい業

務をやれるように努力してまいりたい、こういうふうに考えております、こういうふうに

答弁されたんですよ。 

 これは私の質問に対する速記録のまだ未定稿の原稿ですが、私はこの話を聞いて、時間

がないんで、しかしそれはおかしいんじゃないんですかということを追及したかったわけ

でありますが、それ以上に、こういう過去おっしゃっていたことが現在変質されつつある

んじゃないかというふうに私は思っているんですが、大臣はどのようにそのやり取りを聞

いて思われたでしょうか。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 私、あの当時、自民党の政調会長をしておりましたので、西

川全銀協の会長は、一回以上はこの件について自民党本部を訪れられました。 

 これはやはり、細かいことは覚えておりませんけれども、要するに民営化されると民業

圧迫になるということを強く主張されておられまして、西川さんが頭取から向こうの社長

になると、やっぱり民業圧迫になっているという西川さんが言ったことは正しかったのか

なと冗談のように思うくらいなんですが、やはりあの当時全銀協の会長として主張されて

いたわけですから、その主張の範囲内で行動していただきたいと。それは当然のことだろ

うと私は思っておりますし、民営化された郵便銀行が整然とやはり金融システムの中に入

っていく必要があるわけですから、いきなり国の力をバックにとか、今までの余力をもっ

て金融システム全体をかき回すというようなことはしていただきたくないと、やはりあの

当時言われたことを拳々服膺して会社の経営に当たっていただきたいと、私はそう思って

おります。 

 

○峰崎直樹君 私どももそう思っておりますし、また我々はむしろ規模を、でか過ぎるか

ら、むしろ縮小しながら最終的には民営化した方がいいぞと、こういう説を出してました



んで、もう今の担当大臣の、与謝野大臣の発言は全くそのとおりだというふうに思ってい

ますので、これ、政府の方からもきちんとしたやはり規制といいますか、監視というもの

をやっぱり強めていただきたいなというふうに思います。 

 そこで、これまた監査法人の問題になるんですが、中央青山監査法人の行政処分が打ち

出されたわけですが、その中で、業務停止処分の対象に入っていない監査対象として独立

行政法人などが入ってくるわけであります。なぜこの対象にならなかったのか、率直に教

えていただきたいと思います。 

 

○政府参考人（三國谷勝範君） お答え申し上げます。 

 今回の中央青山監査法人に対します処分につきましては、カネボウにつきましての証券

取引法違反が問われた監査に関するものであり、監査報告書に適正意見を付しました行為

は会社法上の法益も侵害するものであります。このため、今般の処分におきましては、基

本的に問題のあった監査と同様の監査、すなわち証券取引法並びに会社法及びこれに準ず

るものに基づきます企業財務内容に関する監査業務を停止することとしたものでございま

す。 

 独立行政法人、国立大学法人等につきましては、会社法等に基づきます監査とは法的な

位置付けが異なるところがあり、今回の業務停止の対象とはしていないところでございま

す。 

 

○峰崎直樹君 大臣、局長から今お話ありました。独立行政法人には国の財政が入ってい

るんですよね、税金なんですよ。民間の会社法に準拠して監査をしてそこに不祥事があっ

たと。じゃ、独立行政法人に国の税金が入っている、その税金が入っているところについ

ては、まああれは会社法でやったんだから独立行政法人にはこれは適用しないよというの

は、どうも国民の側から見ると、納税者の立場から見ると何かおかしいんじゃないのかと。

やっぱりそういう不祥事を起こすような監査法人に、いわゆる我々の大切な税金が納めら

れているところに、いやここは会社法が適用されてないからいいですよと、これはないん

じゃないかと思うんですがね。大臣、どう思われます。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 先生の御主張もよく理解できるわけですが、独立行政法人等

については、その財務諸表について主務大臣の承認を必要とするなど、いわゆる民間の会

社とは異なる取扱いがなされておりまして、したがいまして今回の業務停止の対象とはし

ていないところでございます。 

 いずれにしましても、今般の処分を受け、これらの事業体において会計監査人を変更す

るかどうかは事業体ごとに適切に判断をされると考えております。 

 

○峰崎直樹君 大臣、税金を投入しているところはもっと厳しく対応するというのが私は



当然じゃないかなというふうに思うんですがね。お隣の有村政務官は今こう首をうなずい

ておられましたんで、多分、そうじゃないかなと思っていらっしゃるのかもしれません。 

 そこで、文部省にちょっと聞きます。文部省、どなたかお見えになってますかね。あっ、

有村さんですね、そうです、ごめんなさい、政務官でした。 

 文部省として、文部科学省か、高い公益性を持つ独立行政法人の監査で、不正会計に関

与し信用が失墜した中央青山監査法人を引き続き会計監査人として選任するということに

ついては、先ほどうなずいていらっしゃいましたけども、どのように考えていらっしゃい

ますか。 

 

○大臣政務官（有村治子君） 文部科学省よりお答え申し上げます。 

 先ほど三國谷局長が答弁をされましたように、今回、金融庁が中央青山監査法人に対し

て下された処分は独立行政法人への監査業務を対象とはいたしておりません。このような

観点から、今回の処分は、現在行われている独立行政法人の平成十七年度予算に関する監

査業務には影響しないと考えており、引き続き当該監査法人を独立行政法人の会計監査人

としております。 

 ただ、独立行政法人の会計監査人は主務大臣が選任することとされておりまして、文部

科学省所管独立行政法人の平成十八年度の会計監査人を選任するに当たりましては、独立

行政法人の業務に対する知見や監査市場の動向、実績などを総合的に勘案して、個別法人

ごとにしっかり判断させていただきたいと考えております。 

 

○峰崎直樹君 しっかりその判断をする際に、是非こういうことがあったことに対してき

ちんと対応していただきたいと思うんですが、文部科学省所管の独立行政法人である特に

大学ですね、これは毎年、会計監査の法人の入札をやっていらっしゃるんですか。 

 

○大臣政務官（有村治子君） 済みません、もう一度お願いします。 

 

○峰崎直樹君 会計検査の選ぶときに、文部省所管のいわゆる独立行政法人に、いわゆる

会計監査人は一回会計監査をすると五年間ずっと続くというんじゃなくて、毎年、会計監

査法人を変えていらっしゃるというふうに聞いているんですが、それは事実ですか。 

 

○大臣政務官（有村治子君） 私が完全な答弁ができなければ補足をさせていただきます

が、私が承知している限り、変更されている実績もございます。五年間という認識はいた

しておりません。 

 

○峰崎直樹君 そうなんですよ。かなり頻繁に変えて、毎年のように変えているんじゃな

いでしょうか。 



 それで、実は逆に弊害が起きているんではないかということが指摘をされるんです。何

かといいますと、非常にこれは過当競争に入って、例えばこれ朝日新聞の平成十八年一月

十四日付けの三面に載った記事でございますが、例えば山口大学だったでしょうか、この

いわゆる報酬が百二十万とかですね、非常に少ない金額で、一番高いのが大阪大学だった

でしょうか、これが二千万円ちょっとですけども。これ民間の監査法人と比べたときに、

監査時間として非常に短い時間しか監査をせざるを得ないような、つまり赤字、出血覚悟

でやっているようなところが、毎年入札になっているもんですから、非常に今度は逆に監

査のレベル、質、これに問題が出ているんじゃないかというふうに指摘を受けているんで

すけど、これはどういうふうに思われますか。 

 

○大臣政務官（有村治子君） 確認でございますが、国立大学法人の会計監査人は、各国

立大学法人の推薦を受けて文部科学大臣が選任する仕組みとなっております。その際、各

国立大学法人は業務方法書を定めるように、監査法人となることを希望する者については

その旨の申込みをさせることにより競争に付することとしております。 

 具体的には、各国立大学法人が仕様書を策定し、監査法人となることを希望する者は、

その仕様を満たしているかどうか、また監査計画、監査見積額、監査実績等について総合

評価をし、費用対効果が高いことを確認し、公平性、透明性を確保しつつ、最も適当な監

査法人を推薦することとなっております。 

 この中で、監査報酬については、各監査法人から提案を受けた額によっているところで

ございまして、各監査法人からの提案に即した監査が行われていることにより、必要な監

査の質が確保されているものと考えております。 

 先ほど委員がおっしゃっていただいた額なんですが、私どもが理解している平成十八年

度会計監査人については、全国の平均、全国立大学法人の平均が九百三十万円、最高額は

東京大学の二千三百五十万円、最低額はちょっと委員のおっしゃった額と私どもが把握し

ている額と大学名が違います。 

 文部科学省としては、こうした手続が適正に実施されることによって監査の質が確保さ

れるよう各国立大学法人に引き続き促しているところでございまして、今後とも適切な監

査が行われることを期待しております。 

 

○峰崎直樹君 有村政務官、これは是非文部省としても、本当にこれ、各独立行政法人に

対する監査が本当に適切に行われているかどうか。これだけの金額、もう恐らく、私、尾

立さんが公認会計士ですから多分、今聞いたのは新しいデータだと思います。一番低いの

は高岡短期大学というところですかね、富山大学、百三十一万円というような数字が出て

いますが、多分、会計監査人の報酬というのは結構高いですよ、時間当たり賃金。この方々

が何人も入って、そして何時間もやるとなると、そんな金額では恐らくできないんじゃな

いかなと思うぐらい競争が激しくなっているんじゃないかと思います。 



 その意味で、不祥事が起きない前にきちっとこういった点について、どういう入札の方

法があるべきなのか、さらに、一回入札して、毎年、翌年変えていくというような、そう

いうやり方というものが本当に今のいわゆる監査法人の実態に合っているのか。私は、何

年かたったら監査法人全体変えるのは私は賛成の方なんですが、しかし、毎年のように変

えていくというのはちょっとやはり問題があるんじゃないかなということも含めて、私の

問題指摘をして、この点について終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 そこで、豊和銀行に移っていきたいわけであります。 

 お手元の資料をごらんになっていただきたいと思うんでありますが、実は豊和銀行が十

七年度の決算というもの、十七年三月期の決算というものが行われたわけであります。実

はその前に、私、繰延税金資産というものをちょっと調べてみたら、お手元の六ページに

ございますけれども、十七年三月期に監査済みの決算の数字が実は間違いでしたというこ

とで、十七年三月期の訂正報告書が、八月二十九日でしょうか出されておりました。何が

間違えていたのかなと思ったら、一番上の貸倒引当金限度超過六千九百三十四というのが、

けたが間違えておりまして六千三百九十四と、九十三と三十九の間違いだったということ

で。 

 率直に大臣、公認会計士が有価証券報告書に何度も何度もチェックしながらこんな誤り

が起きるというのは一体、私自身は初めてこういうのを見たんですけれども、率直にその

誤りの数字を、まあ後で訂正報告書出したことは間違いないんですが、何でこんなふうに

なっちゃったんだろうかということについて、何か御意見ございますですか。 

 

○政府参考人（佐藤隆文君） 決算の数字につきまして、そのような誤りが発生いたしま

したことにつきましては誠に遺憾に存じます。広く投資家の目に触れるものでもございま

すので、重々慎重なチェックをした上で公表されるということが本来の姿でございます。 

 今回のケースは、単純な言わば数字の書き誤り、転記ミスといったことでございました

けれども、こういったことも含めまして慎重な対応が必要であるというふうに思います。 

 

○峰崎直樹君 実は前回、十七年の決算を進めるに当たって、終わったときに、アニュア

ルレポートの中で、次期は多分九十億円ぐらいの要するに不良債権処理が行われますとい

うことを予測しているというお話をいたしました。 

 そのやり取りを、また実は議事録でずっと読んでみたわけでありますが、これは、私は

不良債権がこの期間中に九十億は出る見込みですよということを言っている。これは、不

良債権、つまり損失に関して私は発生主義の原則を適用するとすれば、この時点で九十億

をなぜ計上しなかったんですかということを聞いたわけです。それに対して、今監督局長

は何とおっしゃったかというと、いや、いずれにせよ、これはこれからどうなるかという

分からない見通しを言っただけなんだと。 



 そのとき、利益に対しては、見通しを言うときはこれは恐らく実現したときにやればい

いという、つまり予想される利益は取り込まないけれども、予想される損失はこれは取り

込むというのが会計の原則だと言っているんですけど、この点、監督局長、この間の発言、

どうも利益と損失との考えが非常にごっちゃになっているような答弁なんですが、どう思

われますか。 

 

○政府参考人（佐藤隆文君） 先日は、突然のお尋ねでございましたので、とっさに記憶

に基づいて御答弁させていただいた部分がございまして、表現が必ずしも厳密でなかった

部分があったかもしれません。 

 今御指摘の点でございますけれども、個別の金融機関の決算の見通しに関するコメント

は差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論で申し上げますと、発生主義につい

てでございますが、企業会計原則第二、損益計算書原則の発生主義の原則という項目がご

ざいます。ここにおきまして、「すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計

上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。」と、こう

いうふうにされております。 

 このため、当期の決算におきましては、当期において発生した費用、損失を計上する必

要があって、一般に翌期の見通しに記載されるような、すなわち、当期中にはいまだ確た

るものとして発生しておらず、翌期において初めてその発生が想定される費用、損失につ

きましては、当期の費用、損失として計上することはできないものというふうに承知をい

たしております。先日の答弁も、こういった記憶をよすがにお答えをさせていただいたと

いうことでございます。 

 そこで、貸倒引当金あるいは与信コストにつきましては、これは、特に引当金でござい

ますけれども、そもそも将来発生する費用、損失に備えるものであると、こういった性格

を有していること、このこととの関係でございますが、ある決算期におきまして不良債権

の残高が認識された場合、その部分について資産分類を行い、分類ごとの予想損失率を用

いて貸倒引当金を算出し、これを当期の決算に計上すると、これは当然必要な作業でござ

います。銀行の決算において一般的にそのような決算処理がなされているというふうに理

解をいたしております。他方、それを超えたものにつきましては、確度が乏しいといった

こともあって翌期の見通し等で言及されるということが一般的であろうかと思います。 

 あくまで一般論でございますけれども、例えば、翌期におきまして何らかの不良債権に

対する対応、例えばオフバランス化を計画しているとか、あるいは債務者企業の具体的な

再建策の実施を計画していると、こういったケースがあり得るわけでございますけれども、

そういった計画を有している場合であっても、それが実現をして翌期において具体的にそ

の発生が見込まれた場合に決算に計上されるというのが原則であろうと思います。計画を

有しているという段階におきましては、まだその実現には不確実性が残っておりまして、

必ず発生するということはまだ言えないわけでございます。また、その金額を合理的に見



積もるということも困難であるわけでございまして、当期の費用、損失として計上するこ

とは不適切であるというふうに承知をいたしております。 

 

○峰崎直樹君 長い答弁だから何をおっしゃっていたのかよく分からない。それと同時に、

前回私、質問要旨にちゃんとこのアニュアルレポートの中の記事まで入れて、これは一体

どう考えたらいいんですかということを聞いていますよ。突然の質問ではないですよ、こ

れは。これだけのまた資料も全部前回も渡していますよ。それなのに、何か突然出たから

言い方が不十分だった。そうじゃないんですよ。損失と利益とのいわゆる、どの時点で認

識するかということについての原則は何ですかと。 

 しかも、いわゆる、今局長おっしゃられた会計原則の資料を見ている。私も持っていま

すよ、今それ。企業会計原則及び同注解というところで私も調べたんですが、第二、損益

計算書原則の中で今発生主義の原則のところ読まれました。読まれましたけれども、その

後続いている「ただし、」というところは読んでないんだよ。「未実現収益は、原則として、

当期の損益計算に計上してはならない。」と。これは、これから議論しようとするときの、

実は繰延税金資産の評価の問題なんですよ。 

 私は、まあ資料見てください、八ページ目を見て、資料十五、「豊和銀行平成十八年三月

期 修正自己資本」と。十七年三月期の実績は結果的にどうなったのかというと、いわゆ

る損失の認定というものは、結果的には十八年三月、今期のいわゆる十八年三月期の決算

の中で最終的には修正したんだけれども、そこに、資本金の部をずっと見ていただくと二

百十億のいわゆる資本の部があったわけです。 

 ところが、前回もお話ししたように、十八年三月期の損失は、結果的にはもうその時点

で損失を九十というふうに見ていたのが実は百七十──待ってください、これけたが違う

かな、百七十九億ですからちょっとゼロが、けたが違うので一つ取っていただきたいんで

すが、百七十九億という十八年三月期の損失なんです。これは決算短信で出てきています。

そして、その後で、繰延税金資産というのは幾らその時点で計上していたかというと七十

三億です。それから、退職金の給付の債務も、実はこれを分割してゴーイングコンサーン

のようにやっているがゆえに、本来ならばこれ清算企業、すなわち債務超過の企業であっ

た場合には、これ一気にやらなければいけない項目だと仮定すれば十三億九千九百万。そ

ういうふうに計算していくと、正味債務超過額は五十五億九千八百万、こういうふうにな

るわけです。この間は、十八年三月期の数字についてはこの間お話を申し上げました。 

 こういうふうに考えると、繰延税金資産を入れなければ実は債務超過であるというよう

な、そういうときに果たして繰延税金資産を入れていいものなんでしょうか。この点につ

いて、これはかねてりそな銀行のときにも何年それを認識するかということで大問題にな

ったことなんですが、私は、どうもこのいわゆる繰延税金資産の扱いは、繰延税金資産を

入れる前にもう既に債務超過であった場合には、これはゴーイングコンサーンとしては見

られないし、そのときに繰延税金資産を入れるというのはちょっと合点がいかないし、こ



れはおかしいんじゃないのかなというふうに思うんですが、この点はいかがでございまし

ょうか。 

 

○政府参考人（佐藤隆文君） 個別の金融機関における個別の会計処理に関する事柄でご

ざいますので、当局としてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、

繰延税金資産、決算におきます繰延税金資産の処理につきましては、金融機関の決算はそ

もそも自己責任原則の下で会計基準等にのっとった会計処理を金融機関自身が行い、これ

を会計監査人による監査を経た上で確定するということでございまして、五月二十五日に

公表されました豊和銀行の十八年三月期の決算につきましても、税効果の部分を含めまし

て、こうした正当な手続に基づいたものであるというふうに承知をいたしております。 

 この税効果の部分を差し引いて一切認めないといった試算をお示しいただいたわけでご

ざいますけれども、仮定に基づくものでございまして、当局からコメントすることは差し

控えさせていただきたいと思います。（発言する者あり） 

 

○峰崎直樹君 私は、このデータというのは、この間もお話ししたように、豊和銀行が憎

くてとか、豊和銀行をつぶしたいからそういうことを言っているんじゃなくて、こういう

形での、一般論として、今、櫻井理事がおっしゃったように、一般論として考えたときに

こういうことは許されるんですかということを聞いているんですよ。 

 それで、あなたは、いわゆる今回の、会計原則の中で、企業会計原則のまず一般原則と

いうのがあるんですよ。先ほどあなたは損益計算書の原則を読み上げたんだけど、この中

に、七つ項目あるうちの中で六番目に保守主義の原則というのがある。企業の財政に不利

な影響を及ぼす可能性がある場合は、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければな

らないと。こういうことから考えても、債務超過になりました、そうしたらその企業の、

銀行の繰延税金資産は基本的にはもうこれはゴーイングコンサーンとして認められないん

だからと、こういうふうに考えていくのが私は保守主義の原則として当たり前じゃないか

なと思っているんです。 

 ちょっともう私の質問時間がぎりぎり終わりそうなので、今の問題点を後でまたお聞き

したいと思いますが、是非その点について、これは、そうですね、ちょっと今の点につい

てもう一回、私が今申し上げた点について是非答弁をお願いしましょう。 

 

○政府参考人（佐藤隆文君） 十八年三月期の豊和銀行の決算につきましては、四月二十

八日に豊和銀行自身が業績予想修正という形で発表いたしておりますけれども、これは資

産超過でございまして、債務超過ではございません。 

 また、繰延税金資産の計上につきましては、独立した立場の外部監査人が、いわゆる実

務指針の六十六号、繰延税金資産に関する実務指針に沿って適切に判断したということで

あると存じております。 



 

○峰崎直樹君 このさっきの繰延税金資産の回収可能性に関する監査委員会の取扱い、監

査委員会報告第六十六号によると、債務超過会社についての繰延税金資産は計上できない、

こうなっていませんか。 

 

○政府参考人（佐藤隆文君） 私の理解では、いわゆる六十六号実務指針の第五号という

のがございますけれども、これは課税上の概念だろうとは思いますけれども、債務超過と

いったケースの場合に、それが短期間に回復が見込まれないという場合には繰延税金資産

の回収可能性がないものと判断されるというふうになっておるというふうに思います。 

 

○峰崎直樹君 今の点は、今日ちょっと時間ありませんから、引き続き、ちょっと私、今

十分今の局長の答弁で納得しておりません、引き続きやりたいと思いますが、時間が余り

ないものだから、ちょっと後でまたあれしてください。 

 それで、私が何でこれずっとやっているかというのはこの間お話ししました。どうも監

査法人がもうこれら全部お墨付きを与えているわけです。 

 そうすると、監査法人は、十七年の三月期の時点でアニュアルレポートを出して、もう

九十億円の不良債権が出ることは予想されますということをその時点で言っちゃっている

んです。そうすると、その時点で九十億円と言ったけど、実際開いてみたら百七十九億だ

ったんですよ。百七十九億もその時点で実際は不良債権があったということなんですよね。 

 私は、そういう意味で、まあ十八年三月期のやつはまた別途、この間もお話ししたよう

に、二十二億円の益出しをやったから辛うじて、資本金は五十億まで下がっているけれど

も、何かその分で六億か何ぼの債務超過でないというふうにおっしゃっているんだろうと

思います。この点についてはまた別途やりたいんですが、ちょっと先に進みたいんです。 

 なぜかというと、どうもこの債務超過の臭いねということについて、恐らく、まだこれ

は恐らくいろんなやり取りが必要なんだろうと思うんですが、西日本シティ銀行というの

がこれに三十億のお金を、実は資本を出してくれるというんですよ。西日本シティ銀行っ

てどんな銀行かなと思って前回調べなかったんで調べたら、近年、もう不祥事が連続して

いるというんですよ。毎年毎年、着服着服。合併する前には福岡シティ銀行と西日本銀行

かな、合併する前はもう毎年ですよ。 

 この四年間に毎年一回ずつ不祥事があって金融庁から業務改善命令を受けているのは、

これは事実かどうか、明確に答えてください。 

 

○政府参考人（佐藤隆文君） 事実関係でございますが、西日本シティ銀行、平成十六年

十月一日に旧西日本銀行と旧福岡シティ銀行が合併して発足したわけですが、合併前の旧

西日本銀行に対しましては、着服、流用等が長期にわたり継続している不祥事件が発生し

たということを受けて、平成十六年の八月、銀行法二十六条に基づく業務改善命令を発出



いたしました。 

 しかしながら、その後、合併後の西日本シティ銀行において預金を着服、流用するとい

う不祥事件が再び発生いたしまして、十六年八月の業務改善計画の取組がいまだ不十分で

あり、依然として内部管理態勢については重大な問題があるということが認められました

ので、平成十七年の十二月、改めて二度目の業務改善命令を発出したところでございます。 

 現在、同行からは、法令等遵守態勢を確立し、健全な業務運営の確保に向けた内部管理

態勢の充実強化のための経営改善計画が提出されておりまして、今後、同行において業務

改善計画を着実に実施し、再発防止に万全を期すよう、金融庁として厳正にフォローアッ

プしてまいりたいと思っております。 

 

○峰崎直樹君 監督局長ね、正確に言ってくださいよ。平成十五年八月、不祥事件、業務

改善命令が出されています。平成十六年八月、同じく不祥事件、業務改善命令。平成十七

年十二月、不祥事件、業務改善命令。今年の一月、平成十八年一月、不祥事の業務改善命

令。四回連続して言っているのに、今おっしゃっているのは二回しか言わないじゃないで

すか。 

 ところで、もう一回聞きます。今度は、西日本シティ銀行は、これは税金をどのぐらい

投入されているんですか。 

 

○委員長（池口修次君） 佐藤局長、正確に答弁してください。 

 

○政府参考人（佐藤隆文君） 先ほど、ちょっと触れませんでしたのは旧福岡シティ銀行

の部分でございましたけれども、旧福岡シティ銀行に対しまして平成十五年の八月に不祥

事で業務改善命令を発出をいたしております。 

 それから、いわゆる公的資金についてでございますけれども、西日本シティ銀行に対す

る公的資金につきましては、平成十四年の一月に合併前の旧福岡シティ銀行に対しまして

早期健全化法に基づき七百億円が注入され、現在残高も七百億円、額面でございますけれ

ども、となっております。 

 

○峰崎直樹君 監督局長、もう一回答弁の機会を与えたんだけれども。これじゃないです

か、要するに合併前の西日本銀行と福岡シティ銀行、このときにそれぞれ一回ずつやった

んでしょう、平成十五年八月、それから平成十六年の八月、これ合併前。それから、合併

後に平成十七年の十二月、これ不祥事件。そして、今年の一月にもやったじゃないですか、

これは何も指摘してないんですよ。それ、事実関係ぐらい正確に指摘してもらわにゃ困る。

後でまた訂正してくださいよ。もし、間違っているかどうか、聞いてください。 

 それで、時間もったいない、まあ答弁。 

 



○政府参考人（佐藤隆文君） 恐れ入ります。 

 業務改善命令という意味では、最初の御答弁では十五年八月、福岡シティ銀行に対する

部分を抜かしておりました。失礼いたしました。 

 したがいまして、合わせまして旧福岡シティ、旧西日本、それから合併後の西日本、合

わせまして三回の業務改善命令を発出いたしております。 

 

○峰崎直樹君 事実関係ですけれども、この十八年一月に不祥事件起きていませんか、業

務改善命令出していませんか。監督局長でしょう。 

 

○政府参考人（佐藤隆文君） 十八年一月にも不祥事件が発生いたしましたことを西日本

シティ銀行が公表いたしております。 

 ただ、本件につきましては、銀行による公表ということで、これは業務改善命令という

回数としてまだカウントするに至っていないということでございます。（発言する者あり） 

 

○委員長（池口修次君） 速記止めてください。 

   〔速記中止〕 

 

○委員長（池口修次君） 速記を起こしてください。 

 

○政府参考人（佐藤隆文君） 直近の十八年一月に公表されました不祥事でございますけ

れども、これは平成十七年十二月に西日本シティ銀行に対して打ちました業務改善命令と、

この中でそのための業務改善といったことを命令をいたしておりまして、当該事件の発生

原因も踏まえた業務改善計画が提出されているというところでございます。 

 

○峰崎直樹君 そうすると、ちょっと事実関係、水掛け論になりますから、私ももう一回

調べてまいりたいと思います。十七年十二月がそのまま十八年一月になっているのか。同

じ着服事件が二つあったというふうに聞いておりまして、私も別にその確証を今持ってい

るわけじゃありませんから、もう一回調べたいと思います。 

 そこで金融担当大臣に、七百億円のいわゆる公的資金が導入されている銀行である西日

本シティ銀行が三十億円資本提携をするんですよね。そうすると、公的資金を七百億円入

れている銀行が、本来それは西日本シティ銀行がしっかりしろよと、頑張れよということ

で七百億円出しているのであり、それをまず返してから、それからいわゆる豊和銀行に対

する資本提携をすると、これが当然何か国民の心理からすると当然だと思うんですが、何

か聞くところによれば今年度中に三百五十億は国に返すとおっしゃっているんですけれど

も、どうもそういう意味で資本提携をする相手としてはふさわしくないんじゃないですか、

どうなんですか。 



 

○国務大臣（与謝野馨君） 西日本も出資するときに相当いろんなことを考えたんだろう

と私は思っております。 

 それは、ただ地域の銀行を救済するという意味ではありませんで、むしろ西日本のやは

り商圏の拡大とか、あるいは経営に資するという、そういうプラスの部分に着目をして三

十億の出資をしてくださったものと我々は考えておりますし、また、それは西日本の経営

判断の問題でありまして、公的資金が入っているかどうかということとは実は直接は関係

ないのではないかと私は思っております。 

 

○峰崎直樹君 どうも歯切れの良くない答弁ですね。 

 ところで、ここの頭取はどこの出身でございますか、西日本シティ銀行の頭取。 

 

○政府参考人（佐藤隆文君） 現在の頭取、新藤氏は旧大蔵省の出身であると承知をいた

しております。 

 

○峰崎直樹君 この間、不招請勧誘の問題でこの委員会物すごく成果を上げたと私は思い

ます。そのときにも天下り問題というのが実に見事に絡んでおりました。 

 どうもこのようなことを、私自身さっき不祥事がずっとコンプライアンスの面でどうな

っているんだろうと思いましたけれども、よく銀行の実態が分かりませんからそれ以上言

えませんが。この頭取をなさっている方が大蔵省出身だと、今でいえば金融庁なのか財務

省なのか。やはりそういう中でこういうものが起きてきているということを、私はやっぱ

り、どうも銀行が、あるいは今でいえば金融庁が銀行行政に対して、昔の護送船団行政の

下で会計監査人となあなあの関係になって、まあここは二十二億ちょっと金融検査の結果

出たから、二十二億の利益の出る住宅ローン債権を証券化しなさいと。かろうじてそれで

伸びて、そしてまあ三十億西日本シティ銀行から援助するよと、こういうことでかろうじ

て今成り立っているわけですよ。 

 私は、これを見たときに、これは日本の金融行政の一番やはり問題を象徴的に表してい

るんじゃないかというふうに思ってこれは質問させていただいたんです。 

 そこで、この豊和銀行は現時点において不良債権比率一二％を超えます。そこで、最後

のページ見てください。一番最後の資料は、これは金融庁が作った資料です。この中で非

常に気になったのは、協同組織金融機関、信用金庫、信用組合というのがございます。豊

和銀行は第二地銀でした。その中でその他というのがございますが、このその他というの

は農林系、漁業系と理解してよろしいでしょうか、金融庁にお伺いします。 

 

○政府参考人（佐藤隆文君） いわゆる農林系のほかに、労働金庫、それから労働金庫の

連合会、もう少し正確に申し上げますと、農林系は農林中央金庫、それと信用農業協同組



合連合会、それとさらには商工組合中央金庫、合わせて六十二と、こういうことでござい

ます。 

 

○峰崎直樹君 そうすると、このその他の中には何か玉石混淆のような気がしますね。私、

労働金庫というのは不良債権比率が〇・〇一ぐらいということで極めて優秀だという。そ

れで、これ三・八七なんですよね、不良債権比率が。もう都市銀行並みにぴっかぴかにな

っているわけですよ。本当にそうかなと。信金、信組を見てください。信用組合というの

は一一・九八です。 

 そうしたら、漁協あるいは農協、これ、検査、監査をやっているのはどこでしょうか。

これは三浦一水さんに、副大臣にお聞きしたらいいんでしょうか。 

 

○副大臣（三浦一水君） 今御説明がございました信連、農林中央金庫がその他に含まれ

ておりますが、それらの検査につきましては、農協法及び農林中央金庫法に基づきまして

金融庁及び農林水産省が行っております。 

 

○峰崎直樹君 これは、毎年共管しているんですか、それとも隔年度交代でやっているん

でしょうか。これはどんな検査をやっていらっしゃるんですか。 

 

○副大臣（三浦一水君） 毎年行っております。 

 

○峰崎直樹君 共同で。 

 

○副大臣（三浦一水君） はい。 

 

○峰崎直樹君 今日はこれ以上突っ込みませんが。 

 どうも、私は前回お話ししましたように、このいわゆる大手銀行の不良債権問題はどう

やら峠を越したのかなと思う、ように思う。しかし、どうも第二地銀、地銀、あるいは信

金、信組、さらに協同組合系の金融機関の不良債権というのは、まだまだこれ相当問題が

残ってるんじゃないかというふうに思えてなりません。こういうところがきちんとしない

と、地域の経済というものの発展は私はないと思っております。 

 大臣は、前回の質問に対して、地域の経済が発展しないから地域の金融機関もきちんと

しないんだとおっしゃいました。それはお互いに相互関係があるんだろうと思います。 

 だけど、やっぱり本当に、私はむしろ中小企業に対してはある程度いろんな配慮をしな

きゃいけないと思っている方ですが、余りにもこれがぐずぐずぐずぐず、不良債権を処理

したけどもまた引き続き残っている、またそれがオーバーになっていくという、こんなや

り方がずっと続くと、私は率直に言って地域経済ってなかなか緩くないんじゃないかと。 



 そういう意味で、竹中大臣はもう胸を張ってこれで不良債権は終わった、ペイオフが終

わったときにもう地域は大丈夫だと、地域金融機関は大丈夫だとおっしゃいましたけども、

私はまだまだこれは道半ばじゃないかなと。 

 是非、そういう意味も含めて、最後に御感想を聞いて、私の質問を終わりたいと思いま

す。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 全体、各金融機関の決算を見ますと、大手行はもう相当良く

なっていることは確かですけれども、やはり地域経済を担う地域の金融機関はそれぞれま

だまだ御苦労が多いと私思います。 

 それは、過去を背負ってきたいろいろな問題もさることながら、やはり地方における経

済というのはまだまだ良くなっていないという側面もあって、やはり地域の金融機関の健

全性、また地域経済もこれから更に良くならなければならないと、こういう経済と金融シ

ステムが両輪、両方同時に良くなるということを目指して我々やっていかなければならな

いと思っております。 

 

○峰崎直樹君 ありがとうございました。終わります。 


